
平成29年9月19日（火） 14:00～16:00 

三重県屋外広告物審議会 

資料２ 

1 



(１)屋外広告物の安全対策の充実について 
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前回の審議会での主な意見 
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 屋外広告物の点検対象について、広告物自体の高さ、面積を基準に
しているが、広告物の設置高、広告物の重さについても考慮する必
要があるのではないのか。 

 →過去の物件も含め設置高、重さを補足することが困難であること、
また、運用実績のある客観的基準として、建築基準法上の工作物
の広告物として建築確認が必要な大きさである高さ４ｍを超える
ものを基準とすることで一定の安全性が確保されると考えている。 

 

 点検方法は、目視点検だけで十分といえないのではないのか。 

 →点検者が目視点検では不十分と判断した場合は、より高度な点検
をしてもらうなどの対応をしていただく。 

 

 自家用広告物等の許可を要しない広告物について、広告主等に対し
てどのような方法で３年以内に１回の点検義務を求めていくのか。 

 →事業者団体や市町等にも働きかけし、まずは点検の必要性や方法、
事故発生に伴うリスク等についてPR冊子や各種媒体を活用して、
周知・啓発に努めていきたい。 



三重県屋外広告物条例改正にあたって検討
すべきポイント 

点検義務及び報告義務の対象とする範囲 ････⑤,⑥  

点検者の資格要件 ････⑦,⑧ 

点検項目及び点検方法 

点検の実施時期 

管理者の資格要件 ････  ⑨     
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前回審議会
提示済 



屋外広告物 

許可を要するもの 

（約32,000件） 

1㎡未満 

（約26,500件） 

更新時に広告主等が点
検（報告不要：資格要

件なし） 

1㎡以上 

（約5,500件） 

更新時に広告主等が点
検報告（報告義務：資

格要件なし） 

許可を要しないもの 

（件数不明） 

広告主等が必要な管理
（報告不要：資格要件

なし） 

点検義務及び報告義務の対象（現状） 

報
告
義
務
あ
り 

5 

前回審議会
提示済 



屋外広告物 

許可を要するもの 

（約32,000件） 

1㎡未満 

（約26,500件） 

許可・更新時に広
告主等が点検(報告
不要：資格要件な

し) 

1㎡以上 

（約5,500件） 

高さ4m以下 

（約2,600件） 

許可・更新時に広
告主等が点検報告
(目視点検※1:資格

要件なし) 

高さ4m超 

（約2,900件） 

許可・更新時に点
検報告(目視点検
※1:資格要件有り) 

許可を要しないもの 

（件数不明） 

設置後3年以内毎に
広告主等が必要な
点検（報告不要：
資格要件なし） 

点検義務及び報告義務の対象（検討案） 

※1 目視点検とは、広告物等の各部におけるキズ、汚れ、変形、錆等に
ついて点検するもの（事業者団体が作成した点検基準（案）より） 

※2 建築基準法第12条に基づく定期報告を行ったものは除く 

報
告
義
務
あ
り※
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有資格者による点検・管理を要する広告物の一覧表 

広告物の形態 管
理
者
の
設
置 

管
理
者
と
な
る
た
め

の
資
格
の
要
否 

点
検
の
実
施 

 

点
検
実
施
す
る
た
め

の
資
格
の
要
否 

点
検
結
果
の
報
告 

(1) 表示面積1㎡以上かつ上端の高さ
が4m超の広告物 

◯ ● ◯ ● ◯※ 

(2) 表示面積1㎡以上かつ上端の高さ
が4m以下の広告物 

◯ － ◯ － ◯ 

(3) 表示面積1㎡未満の許可を要する
広告物 

◯ － ◯ － － 

(4) 許可を要しない広告物 
－ － ● － － 

表中の「●」は今回の改正により拡大される部分を意味する。 

※建築基準法第12条に基づく定期報告を行ったものは除く 7 



点検者の資格要件 
【基本的な考え方】 

 ①条例ガイドライン(案)で記述された「屋外広告士その他これと同等以上の
知識を有する者」における「同等以上の知識を有する者」の資格要件につ
いては、点検基準項目に関する専門的な知見を有する資格者を対象とする。 

 ②自治体が実施する講習会修了者については「同等以上の知識を有する者」
とは言い難い。 

【検討案】 

 ①屋外広告士 

 ②一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会が実施する点検技能講習修了者 

 ③建築士（１級、２級、木造） 

 ④電気工事士（第１種、第２種） 

 ⑤電気主任技術者（第１種、第２種、第３種） 

 ⑥職業訓練指導員（広告美術科、帆布製品科） 

 ⑦技能検定合格者（広告美術仕上げ、帆布製品製造） 

 ⑧特定建築物調査員 ←【追加】 

 ⑨その他知事が同等以上の知識を有する者と認定した者 
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特定建築物調査員とは 

【建築基準法に基づく定期報告制度】 

建築基準法第12条第1項により、百貨店、ホテル、映

画館など政令又は特定行政庁が指定した特定建築物

（建築物に付属する広告物を含む。）については、所

有者等が隔年に一級・二級建築士または特定建築物調

査員に経年劣化等の状況を調査させてその結果を特定

行政庁へ報告することが義務付けられています。 
 

【特定建築物調査員になるには】 

国土交通大臣登録の「特定建築物調査員講習」を受講

する必要があります。（実務経験年数等の受講資格が

必要） 
9 



管理者の資格要件 
【現状】 

    管理義務および管理者の設置義務に関する規定（条例第15条、第16条）はあ
るが、管理者の資格要件は定めていない。 

 

（管理義務） 

 条例第15条「広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又は管理するものは、これら
に関し補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。」 

（管理者の設置義務） 

 条例第16条「この条例の規定による許可を受けて広告物を表示し、又は掲出物件を設置する
者は、当該広告物又は掲出物件を管理する者を置かなければならない。」 

 

【条例ガイドライン（案）の解釈】 

「屋外広告士その他の規則で定める資格を有する者」 
 

【基本的な考え方】 

 管理者の資格要件について、条例ガイドライン（案）では従来から規定され
ていること、また、屋外広告物の適正な管理及び安全対策をより一層充実す
るため、今回ガイドラインが改正されていることから、本県においても管理
者への資格要件を定める必要がある。 

 

【検討案】 

 表示面積1㎡以上かつ高さ4m超の広告物については、点検者の資格要件と同
様の資格を有する者。それ以外の広告物については資格要件なし。 
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先行する他県の状況 
長野県 
H29.3.23条例改正 

H29.10.1施行 

宮城県 
H29.10.1予定（管理義務） 

H30.4.1予定（点検義務） 

岐阜県 
H29.4.1規則改正 

点検義務 新設 新設 新設 

報告義務 新設 新設 新設 

点検対象 簡易なもの及び法令の規
定により義務付けられた
もの以外の広告物。但し、
高さ4m超のものは資格
要件あり。 

簡易なもの以外の広告物。
但し、高さ4m超又は4m以
下かつ許可期間１年を超え
るものは資格要件あり。 

簡易なもの以外で更新
許可を要する広告物 

（全て資格要件有り） 

報告対象 更新許可を要する広
告物 

上記と同じ 上記と同じ 

点検項目 当県検討案と同じ 当県検討案と同じ 当県検討案と同じ 

点検者の
資格要件 

当県検討案（特定建
築物調査員を除く） 

当県検討案＋屋外広告物講
習会修了者（電気工事士等、
職業訓練修了者、特定建築
物調査員を除く） 

当県検討案＋屋外広告
物講習会修了者（特定
建築物調査員を除く） 

点検結果
報告時期 

更新申請時のみ 当県検討案と同じ 更新申請時のみ 

管理者の
資格要件 

条例規定なし 上記点検者の資格要件と同じ 条例規定なし 
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(２)案内図板等への広告物掲出にかかる規
制の弾力化について 

12 



案内図板等への広告物掲出にかかる規制の弾力化 

＜背景＞ 

・近年、案内図板や公共掲示板等、公益上必要な施設又は物件に屋外広 

 告物を表示し、その広告料収入をこれらの施設等の設置又は維持管理 

 に要する費用に充てる取組がみられる。 

 

・平成２８年３月に国において策定された「明日の日本を支える観光ビ 

 ジョン」において、多言語表示に対応した観光案内図板等の公共デジタ 

 ルサイネージの設置を促進するため、「公共デジタルサイネージへの広 

 告掲出に係る屋外広告物規制の運用を弾力化」することが位置付けられ 

 た。 

こうした状況をふまえ、広告料収入の活用による公益上必要な施設又は
物件の設置又は維持管理を促進するため、国土交通省は「屋外広告物条
例ガイドライン（案）」を平成29年3月23日に改正。 
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＜改正概要＞ 
・案内図板、公共掲示板等、公益上必要な施設又は物件に表示す
る屋外広告物であって、その広告料収入を当該施設又は物件の
設置又は管理に要する費用に充てるものについては、知事の許
可を受けた場合に限り、禁止地域に表示することができる旨の
規定を追加。 

 

＜運用上の解釈＞ 
・公益上必要な施設又は物件とは、案内図板、公共掲示板等、地
域の状況に照らし、知事が定めるものとし、デジタルサイネー
ジも含まれる。また、規則において、周囲の景観との調和等に
ついて、許可の要件を定めることが望ましい。 

 

 

国の「屋外広告物条例ガイドライン（案）」の改正内容 

14 
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屋外広告物を設置･表示してはいけない地域 
 
１ 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、 
  第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、 
  景観地区、風致地区、伝統的建造物保存地区、 
  特別緑地保全地区  
  
２ 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財又は県指定文化財 
  に指定された建物の周囲５０ｍ以内の地域  
 
３ 史跡名勝天然記念物、県指定史跡名勝天然記念物に指定さ 
  れた地域 
  
４ 魚つき保安林、風致保安林の地域  
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禁止地域（条例第３条）           法令集P6

～ 
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(禁止地域つづき) 

  ５ 高速道路・自動車専用道路とその両側500ｍ以内の区域で、 

     当該道路から見える地域   

 

   ６ 道路・鉄道のうち、知事が指定する区間及びその両側100m 

         以内の区域で、当該道路・鉄道から見える地域 

    
 

法令集P6， 

P72～，P79 



禁止地域（続き） 

 ７ 都市公園・緑地  

 ８ 自然公園法による特別地域のうち知事が指定する地区(指定なし)及び 

   特別保護地区  

 ９ 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域  

10 県自然環境保全地域内の特別地域  

11 古墳、墓地  

12   次の駅前広場 

   ＪＲ：四日市駅前広場、亀山駅前広場、津駅東広場、阿漕駅前広場、 

        松阪駅前広場、山田上口駅前広場、伊勢市駅前広場 

   近鉄：四日市駅前広場、松阪駅前広場、宇治山田駅前広場、津駅西広場、 

        鳥羽駅前広場、五十鈴川駅前広場、名張桔梗が丘駅前広場 

13 官公署、国又は地方公共団体が設置した図書館・学校・博物館・美術館・  

   体育館・公民館・公衆便所等の建物及び敷地  

14 準景観地区、地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域  
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法令集P7，
P79 



屋外・店頭・公共空間・交通機関など、あらゆる場
所で、ディスプレイなどの電子的な表示機器を使っ
て情報を発信するシステムを総称して 「デジタルサ
イネージ」と呼ぶ。 

デジタルサイネージとは・・・ 
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三重県屋外広告物条例の改正に伴う設置基準（案） 

【改正後】 

 禁止地域においても以下の要件をすべて満たすものは、案内図板、公共掲示板等、公益上
必要な施設又は物件において、一般広告物にあたる企業名や商品名の表示が可能となる。 

（１）設置主体：国、地方公共団体 

（２）設置基準（案） 

 ①共通基準 

  ア）公益上必要な案内図板、公共掲示板等に表示するもの 

  イ）広告料収入を設置又は管理に要する費用に充てるもの 

  ウ）良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 

  エ）高さ2m以下、表示可能面積3平方メートル以下 

 ②個別基準 

  ア）案内図板等に表示する場合 

   ・一般広告物の大きさは、表示可能面積の五分の一以下で、かつ、 

    0.5平方メートル以下であること 

  イ）公共デジタルサイネージ等の映像中等に一般広告物を表示する場合 

   ・一般広告物の映像中等の映像の長さ（尺）は三分の一以下であること 

19 

【現行】 

 禁止地域※においては一般広告物にあたる企業名や商品名の表示は例外を除き掲示ができない。 

 



掲出物件の高さ 
 2m以下 OK 
 
表示可能面積 
 2☓1.5=3 ㎡ 
 3㎡ ≦3㎡ OK 
 
一般広告物の面積 
表示可能面積の1/5以下 
 3☓1/5=0.6 ㎡ 
 0.48㎡ ≦ 0.6㎡ OK 
 
かつ0.5㎡以下 
 0.48㎡ ≦0.5㎡ OK 
 
 
 

設置基準イメージ 
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A社広告 

F社広告 

E社広告 

D社広告 

C社広告 

B社広告 

1.5ｍ 

公共目的広告物 

1.2☓0.9 
1.08㎡ 

広告面 
0.2 ☓0.4☓6 
0.48㎡ 

２ｍ 



(３)都市緑地法等の一部改正に伴う禁止地
域の追加について 
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屋外広告物を設置･表示してはいけない地域 （抜粋） 

 

１ 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、 

  第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、 

  景観地区、風致地区、伝統的建造物保存地区、 

  特別緑地保全地区  
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禁止地域（条例第３条）           法令集P6

～ 



23 



(４)講習会手数料の見直しについて 

24 



【改正の経緯】 

25 

平成28年9月に策定された「三重県財政の健全化に向けた集
中取組（素案）」（平成29年6月に確定）の「使用料、手数
料の見直し」の方針を受けて、屋外広告物手数料については、
平成元年度以降改正を行っていないことから、平成28年度
に見直しに向けた調査を行った。 

近隣府県と比較検討した結果、許可手数料については同等以
上の水準にあるものの、講習会手数料については低額である
ことが判明した。 

 
＜参考＞ 
三重県財政の健全化に向けた集中取組 
（３）使用料、手数料の見直し 
「当初予算要求にあたっての基本的事項について」に記載のとおり、 
３年以上改正を行っていないものは、可能な限り早期に見直します。 

 

三重県屋外広告物条例第25条 ＜省略＞ 

２ 前項の講習会を受けようとする者は、受講する際二千円の講習手
数料を納付しなければならない。 



【改正案】 

屋外広告物講習会手数料について、近隣府県と比較検討等を行った結果、

現行の2,000円から6,000円（講習科目：法令、施工、デザイン 各2,000

円）に見直すこととし、屋外広告物条例を本年度中に改正します。 
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【近隣府県の状況】 

手数料単価 2,000円 3,000円 3,900円 4,000円 6,000円 

府県名 三重県 岐阜県 静岡県 愛知県 滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県 

【改正理由】 

社会経済情勢の変化、近隣府県との比較、受益者負担
の適正化による。 



(５)三重県屋外広告物条例第３条第１項第
５号の規定による区間の変更及び第６
号の規定による区域の変更 
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条例における禁止地域の規定について 
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100

m 

100

m 

 条例第３条第１項第５号 

 道路及び鉄道で知事が指定する 

 区間を禁止地域としている。 

 (以下、｢禁止区間｣という) 

 条例第３条第１項第６号 

 禁止区間の両側100メートル以内の 

 区域（一部区間は500メートル）を 

 禁止区域として指定している。 

 
道路 



三重県屋外広告物条例第３条第１項第５号の 

規定による区間及び第６号の規定による区域の
指定又は変更に係る方針（平成27年策定） 
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●変更の方針 

  禁止地域として指定した路線のうち、次に示すものについ 

 て、知事が変更（解除を含む）が必要であると認める場合 

 は、屋外広告物条例第３条第１項第５号及び第６号の規定に 

 基づき、禁止地域の変更（解除を含む）を行う。 

 

（１）区間及び名称等に変更があった路線  

（２）商業化、過疎化等により周辺地域における土地利用が 

   変化し、自然環境の保持又は住環境等周辺環境への配慮 

   の必要がある（ない）と認められる路線  

（３）その他市町の要望がある路線  

 



第５号議案 
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三重県屋外広告物条例第３条第１項第５号の規定に 

よる区間の変更及び第６号の規定による区域の変更 



第５号議案 
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鈴鹿市長沢町付近 

（鈴鹿IC付近） 



第５号議案 

[路線名] 一般国道306号（鈴鹿市） 

 

[現在の指定区間]   

鈴鹿市伊船町字畑ヶ田1619番地から同市長沢
町地内の県道神戸長沢線との交差点まで 

 

[変更後の指定区間]    

鈴鹿市伊船町地内の市道三畑長沢線及び 

市道長沢264号との交差点から同市追分町 

地内市道長沢269号との交差点及び市道長沢
177号との交差点まで 

 

[変更の方針] (1)(3) 
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    追加指定区間      国道306号(既に禁止区間として指定済み) 
 

    市道長沢269号    市道長沢264号     市道長沢177号 
 

    県道神戸長沢線（既に禁止区間として指定済み） 
 
                

出典：国土地理院 地理院タイル 

地理院地図を加工して作成 

長沢町地内の県道神戸
長沢線との交差点 

鈴鹿IC 

平成30年度中 

供用開始予定 

写真④,⑤ 

『鈴鹿市伊船町字畑ヶ田1619番地』 

と 

『鈴鹿市伊船町地内の市道三畑長沢
線及び市道長沢264号との交差点』
は同一地点 

長沢269号との交差点 

長沢177号との交差点 

写真②,③,⑥,⑦ 



第５号議案 
同市長沢町地内の県道神戸長沢線との交差点付近 
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 新規供用開始区間 

① 



第５号議案 
市道長沢269号及び177号線との交差点付近 
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 新規供用開始区間  市道長沢線 

 新規供用開始区間  新規供用開始区間 

② 

③ 



第５号議案 
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新規供用開始区間の様子 

隣接する市道長沢線には電柱広告が数本掲示されてい
る。（禁止区間の両側100m以内の区域は禁止区域と
なるため、指定後は掲示できない。※ただし、既存の
広告物に関しては3年間の経過措置を設ける。） 

④ ⑤ 

⑥ ⑦ 



第６号議案～第７号議案 
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第６号議案～第７号議案 
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志摩市磯部町及び 

志摩市阿児町鵜方地内 
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第６号議案～第７号議案 
【変更を行う区間について】 

    追加指定区間     現在禁止地域として指定されている区間 
       変更（道路の名称変更及び一部区間の追加）を行う区間 
   （現在も禁止区域） 
    

志摩市磯部町穴川土橋 

１１６２－８８番地先 

志摩市阿児町鵜方地内の 

市道神杣線との交差点 

平成29年度中 

供用開始予定 

出典：国土地理院 地理院タイル 

地理院地図を加工して作成 

赤松ヶ谷交差点 
7号議案 

6号議案 



第６号議案 
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三重県屋外広告物条例第３条第１項第５号の規定に 

 よる区間の変更及び第６号の規定による区域の変更 
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第６号議案 

志摩市磯部町穴川土橋 

１１６２－８８番地先 

写真①～④ 

志摩市阿児町鵜方地内の 

市道神杣線との交差点 

写真⑤,⑥ 

※拡大図は次ページ参照 

平成29年度中 

供用開始予定 

写真⑦～⑩ 

出典：国土地理院 地理院タイル 

地理院地図を加工して作成 

    追加指定区間     現在禁止区間として指定されている路線 

[路線名] 一般国道１６７号（志摩市） 

[現在の指定区間] 志摩市磯部町穴川土橋１１６２－８８番地先から同市磯部町恵利原井口 

        地内の県道伊勢磯部線との分岐点までのバイパス 

[変更後の指定区間] 志摩市阿児町鵜方地内の市道神杣線との交差点から同市磯部町恵利原 

         井口地内の県道伊勢磯部線との分岐点までのバイパス 

[変更の方針] (1) 
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第６号議案 
【１６７号供用開始後の道路区域】 

    一般国道１６７号       一般国道２６０号 
    一般国道１６７号及び一般国道２６０号の重複区間 
    市道神杣線     県道鳥羽阿児線       市道に移管 
    新たに禁止区間として指定する区間 

出典：国土地理院 地理院タイル 

地理院地図を加工して作成 

市道神杣線との交差点 



第６号議案 
志摩市磯部町穴川土橋１１６２－８８番地先付近 

との交差点付近 
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 新規供用開始区間  新規供用開始区間 

① 

② 



第６号議案 
志摩市磯部町穴川土橋１１６２－８８番地先付近 
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③ 

④ 



第６号議案 
市道神杣線との交差点付近 
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 新規供用開始区間 

⑤ 

⑥ 



第６号議案 
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新規供用開始区間の様子 

⑦ ⑧ 

⑨ ⑩ 



第７号議案 
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三重県屋外広告物条例第３条第１項第５号の規定に 

 よる区間の変更及び第６号の規定による区域の変更 



47 

第７号議案 
[現在の指定区間]   

一般国道１６７号 

志摩市阿児町鵜方地内の県道鳥羽阿児線との交差点から同市阿児町鵜方地内の一般国道２６０
号との交差点までのバイパス 

[変更後の指定区間]  

一般国道２６０号 

志摩市阿児町鵜方地内の赤松ヶ谷交差点から同市阿児町鵜方地内の市道神杣線との交差点まで 

[変更の方針] (1) 

志摩市阿児町鵜方地内の 

市道神杣線との交差点 

 

※拡大図は次ページ参照 

平成29年度中 

供用開始予定 

出典：国土地理院 地理院タイル 

地理院地図を加工して作成 

    変更を行う区間 

赤松ヶ谷交差点 
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第７号議案 
【現在の道路区域】 【１６７号供用開始後の道路区域】 

    一般国道１６７号       一般国道２６０号 
    一般国道１６７号及び一般国道２６０号の重複区間  
    市道神杣線     県道鳥羽阿児線       市道に移管 
    一般国道２６０号及び県道鳥羽阿児線の重複区間 
    禁止区間 ※対象箇所のみ記載 
 

出典：国土地理院 地理院タイル 

地理院地図を加工して作成 

赤松ヶ谷交差点 

市道神杣線との交差点 

※拡大図は次ページ参照 

出典：国土地理院 地理院タイル 

地理院地図を加工して作成 

道路区域の変更 
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第７号議案 
【１６７号供用開始後の道路区域 ※167号と260号の交差点付近拡大図】 

    一般国道１６７号    一般国道２６０号       市道神杣線 
    一般国道１６７号及び一般国道２６０号の重複区間 
    県道鳥羽阿児線        禁止区間 ※対象箇所のみ記載 

追加指定区間 



第７号議案 
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県道鳥羽阿児線と国道260号
の立体交差付近 

国道167号（新規供用開始区間）
と市道神杣線の交差点付近 

⑪ 

⑫ 


